
都立高校における校則の全校調査結果について 

2020年3月5日 
日本共産党東京都議会議員団 

1. 校則等の調査に至る経過 
　社会からみて明らかにおかしい校則や生徒心得、学校独自のルールである「ブラック校

則」が社会的に注目され、批判が集まっています。実際に、不合理な生徒指導で傷ついてい
る生徒がいます。日本共産党都議団にも、「生まれつきの髪の色を染めてくるか、切らない

と授業を受けさせない」と言われたなど、相談が寄せられています。 
　かつて、都立高校は自由な校風で、服装も頭髪も自由な学校が多いのが特徴でした。とこ
ろが、2000年代から制服を導入し髪の毛の染色禁止など外見にかかわる校則等を設ける学

校が増え、今では大半の学校でこうした規定が存在しています。 
　私たちは、都議会の質問でも校則や生徒指導のあり方について、問題提起を行ってきまし

た。今回、改めてその実態について調べるために、都立高校186校、都立中高一貫校（後期
課程）5校の全191校の「校則」（注1）と「生徒指導内規」（注2）について、情報公開請求を

行いました。 

2. 調査の結果、明らかになったこと 
　191校中184校から「校則」と「生徒指導内規」（どちらかのみも含む）の開示がありま

した。内訳は、全日制課程171（注3）、定時制課程50、通信制課程3の合計224課程（注3）で
す。「生徒指導内規」の多くは黒塗り（一部非開示）で開示されました。 

　以下、調査で明らかになったことについて順不同で記します。 

① 肌着・下着に関するもの 

• 肌着や下着の色の指定などの規定がある学校は少なくとも９校あった。肌着や下着を
規定した場合、確認することが必要であり、人権侵害にあたる可能性が高い。 
（例）「ワイシャツの下の肌着は白を着用」「肌着は白無地」「アンダーウェアは白

の無地とする」 
② 頭髪等に関するもの 

• 頭髪について学校の判断でダメとしていたり、不可抗力によるものについても認めな
いとしているものがある。また、都教委が任意としている「地毛証明書」の提出が任

意とは思えない規定がある。 
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（例）「学校がふさわしくないと判断した頭髪はNG」「ドライヤーによる色落ち」

「プールの塩素剤等による、目立った脱色の場合」「黒髪の定義はカラースケール
No.3～No.5までとする」（内規）「生まれつき髪の色が明るい生徒は『地毛届』を

提出させる」（内規） 

• カラーリップの禁止、整髪料の禁止、眉毛の手入れ禁止など、細かく禁止事項を規定
している学校が少なくない。 

• アクセサリーについて、「預かる」という規定の学校が多い中「取り上げる」という
規定を設けている学校がある。 

③ 特別指導に関するもの 

• 特別指導において学習権を保障しているのか疑問な内容がある。また、特別指導の手
順等については、ほぼ全ての学校で開示文書が黒塗りになっている。 
（例）「原則として、出席日数に関しては『欠席』、授業に関しては『欠課』とする」 

④ 学校外の活動に関するもの 

• 学校外の活動について細かく規定し、校則等で縛っている学校がある。 
（例）「旅行、キャンプ、海水浴、サーフィン、スキー、スノーボード等は、事前に

目的、目的地、日程、同行者の状況について、所定の用紙に記入の上、保護者から担
任を通して生徒指導部に届け出ること。…終了後、学校に連絡すること」「校外の団
体に加入し、または行動に参加する時はHR担任または生活指導部に相談して行う」 

⑤ 人権や多様性に関すること 

• 制服についても男女で明確に分けている学校が多い一方で男女の区別なく書いてある
学校もある。学校にあらかじめ決められたもの以外は「異装」としている学校があ

る。生徒の交友関係について規制する内容がある。 
（例）「男女交際は節度を保ち、公正明朗であること」「以下の行為は厳禁 不純異
性交遊」「やむを得ない事情がある場合、異装を許可することがある」（内規） 

3. 子どもの参加のもと常に積極的に見直すことが必要 
　「校則」は、「学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的範囲内」で制定されるも

のであり、「絶えず積極的に見直さなければなりません」とされています（文科省「生徒指
導提要」）。「校則」や「生徒指導内規」は、もとより学校で策定されるものですが、その
策定過程には子どもの意見、保護者や地域の声もしっかりと踏まえる必要があります。 

　日本共産党都議団は、以下の点について改善が必要だと考えていますが、高校生、学校関
係者、保護者のみなさんをはじめ今後とも意見交換を重ねていきます。 
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(1) 下着の色の指定をはじめ、人権侵害にあたるもの（またその可能性があるもの）に

ついては、東京都教育委員会がイニシアチブを発揮して改善する必要があると考え
ます。 

(2) 校則の中で「男子」と「女子」で別れて記述されているものや生徒が日本人である
ことが前提となっているものが多くあります。多様性を尊重し、誰もが自分らしく生
きていくことができるという視点から見直しを行うことが必要だと考えます。 

(3) 学校外の活動については、学校の「校則」で規定を設けることが必要なのか、検討
する必要があります。 

(4) 服装や頭髪などそのほかの規定についても、本当に必要で合理的なものなのか、社
会から見ておかしくないのか、時代にあっているかなどの視点から各学校で議論

し、積極的に見直すことが重要です。 
その際、子ども（生徒）の参加を保障し、子どもが意見を表明する機会を確保する

仕組みが必要です。また、子どもたちが、どうしたら校則を変えられるのかを明確
することも必要です。 

(5) 校則には明記されていないものを「生徒指導内規」細かく規定し指導している例が

ありました。人権や学習権の侵害になりかねないものがあることも含めふさわしい
のか見直すことが必要です。また、生徒指導の基準も公開すべきだと考えます。 

(6) 岐阜県や大阪府、都内でも世田谷区（中学校）などが「校則」をホームページで公
表しています。「校則」を公開することは、進路を選ぶ中学生の参考にもなり、また

社会の目に触れることになることから、各学校のホームページでの公開を進めるこ
とが必要だと考えます。今回入手した「校則」については、日本共産党都議団の

ホームページで公表する予定です。 

以　上 

（注１）「校則」（学則、生徒心得、ハンドブック、学校生活（生活指導）のルール、校内のきまり、学校各種規定、入学準
備説明会資料、学校生活の規律、服務規定、教室掲示など） 

（注２）「生徒指導内規」（校務の手引き、運用規定、管理運営規定、生徒指導方針、職員ハンドブックなど） 
（注３）全日制課程及び定時制課程は、一つの学校で複数の課程（学科）がある場合にも１課程としてカウントしている。 
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参考 

(1) 情報開示のあった学校の内訳 

　191校中184校から「校則」と「生徒指導内規」（どちらかのみも含む）の開示がありま
した。内訳は、全日制課程171、定時制課程50、通信制課程3の合計224課程。 

① 「校則」は、209の学校・教育課程から提出されました。 
全日制課程162（91.5%）、定時制課程43（76.8%）、通信制課程3（100%） 

② 「生徒指導内規」は、111の学校・教育課程から提出されました。 

全日制課程87（49.2%）、定時制課程21（37.5%）、通信制課程3（100%） 

(2) 開示された校則における禁止や規制等の状況 

① 「頭髪」…染髪、染色、パーマなどについて禁止の規定がある 
160課程（全日制83.1%、定時制23.2%） 

② 「化粧」…化粧の禁止がある 
128課程（全日制67.2%、定時制16.1%） 

③ 「装飾品」…ピアスやネックレスの禁止がある 
140課程（全日制74.0%、定時制16.1%） 

④ 「下着」…下着の色等について、指定がある 
9課程（全日制5.1%、定時制0%） 

⑤ 「らしさ」…「高校生らしさ」「〇〇高生らしさ」などの規定がある 
109課程（全日制52.0%、定時制30.4%） 

⑥ 「男女の分け」…制服などの規定について、男子・女子などの規定がある 
131課程（全日制72.3%、定時制5.4%） 

　　※通信制については、該当する項目がありませんでした。 

(3) 学校における校則や生徒指導について 

① 文部科学省「生徒指導提要」（抜粋） 
「学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的範囲内において校則を制定」 
「学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況は変化するため、校則の内容は、児童

生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、社会の常識、時代の進展などを踏まえ
たものになっているか、絶えず積極的に見直さなければなりません。校則の内容の見

直しは、最終的には教育に責任を負う校長の権限ですが、見直しについて、児童生徒
が話し合う機会を設けたり、PTAにアンケートをしたりするなど、児童生徒や保護者
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が何らかの形で参加する例もあります。校則の見直しに当たって、児童会・生徒会、

学級会などの場を通じて児童生徒に主体的に考えさせる機会を設けた結果として、児
童生徒が自主的に校則を守るようになった事例、その取組が児童生徒に自信を与え

る契機となり、自主的・自発的な行動につながり、学習面や部活動で成果を上げる
ようなった事例などがあります。校則の見直しを学校づくりに活かした取組といえま
す。このように、校則の見直しは、校則に対する理解を深め、校則を自分たちのもの

として守っていこうとする態度を養うことにつながり、児童生徒の主体性を培う機会
にもなります。」 

② 東京都教育委員会「人権尊重の理念に立った生活指導の在り方について（通知）」
（抜粋） 
「問題行動に対する指導を含め、全ての教育活動は、生徒の人権の尊重を基本として
行うこと」 

「生活指導を行う際には、校則を機械的に運用することなく、校長の権限と責任の
もとで、一人一人の生徒の問題行動の背景や反省の状況に応じて適切に指導する」 

「生来の頭髪を一律に黒染めするような指導は行わないこと」 
③ 子どもの権利条約 
第3条「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福
祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、

児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」 
第12条「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼ

すすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合にお
いて、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとす

る。」 
④ 児童福祉法 
第1条「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育される
こと、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな
成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を

有する。」 
第2条「全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野

において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利
益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならな

い。」 
⑤ また、SDGs（持続可能な開発目標）でも「すべての人々に安全で非暴力的、包摂

的、効果的な学習環境を提供」が掲げられています。
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